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作業療法学科 

成績評定進級及び卒業に関する規定 

 

（成績評定） 

第1条 授業科目（講義、演習、研究、実習。以下「科目」という。）の成績は、当該科

目の担当教員が、学科試験、実習成績及び日常の出席状況等により、科目ごとに

総合成績として評定する。複数の教員によって行われる科目の成績は、責任者を

定め、当該教員が協議して評定する。 

 

（成績評定の義務） 

第2条 教員は、前条の規定に基づき、各担当科目の成績評定を行い、その結果を校長に

提出するものとする。 

 

（講義及び実習の評価の欠格事項） 

第3条 欠席回数が、各学期における各科目の授業回数のうち、講義にあっては 3分の 1、

臨床実習及び臨床作業療法演習にあっては 5分の 1を越えたものは、当該科目の

評価を受けることができない。但し講義に 3 分の 1 を超えて欠席した者のうち、

やむを得ぬ事由がある者は、その事由を証明できる書類を校長に提出し、それが

認められた場合は当該科目の不足分の補講を行い、評価を受けることができる。 

 

２．遅刻又は早退は、3回をもって欠席 1回とし、30 分以上の遅刻又は早退は欠席とする。 

 

（試験） 

第４条 学期末試験は、試験開始後３０分を経過した時は、試験場へ入場することはで 

     きない。また試験開始後３０分を経過しないと退場できない。 

 

（評定基準） 

第５条 各科目の総合成績（見学実習及び臨床実習を除く。）は、100 点を満点とし、次

表の区分により評定する。 

 

評定基準 

評語 評定区分 

Ａ １００点～８０点 

Ｂ ７９点～７０点 

Ｃ ６９点～６０点 

Ｄ ５９点以下 

２．各科目は、Ｃ以上を合格とする。 
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（不正行為） 

第６条 試験に関して不正行為のあった者で、学則第３３条の規定に基づき、懲戒を受

けた場合は、当該科目の評定は不可とする。 

 

（特別試験） 

第 7条  特別試験は、追試験及び再試験とする。 

１．追試験 

  公欠扱いの場合、もしくは疾病その他やむを得ない事由により、期末試験を受けるこ

とができなかった者で、あらかじめ又は直ちにその事由を証する書類を添えて届け出

た場合は、追試験を受験することができる。 

  追試験の結果は、公欠扱いで受験した場合の評価は、第５条の評定基準に準ずる。 

公欠以外の理由による受験の場合は、評価の上限はＣとする。 

 

２．再試験 

  当該科目の期末試験が 60点に達しなかった者は、再試験を申請して受験することがで

きる。 

  再試験の結果は、60 点以上を合格とし、評価の上限はＣとする。 

 

３．特別試験は、同一科目について重ねて申請することはできない。 

 

４．特別試験の実施に要する費用は、1科目 2,000 円とし、当該学生の負担とする。ただし、

公欠扱いの追試の場合は無料とする。 

 

（特別補講） 

第 8条 特別補講の実施について以下の通りに規定する。 

１.特別補講となる科目 

①科目認定試験で受験資格を有することができなかった科目。 

②再試験・追試験で科目認定試験の合格点に至らなかった科目。 

③科目認定試験において不正行為をおこなった科目。 

＊上記①～③に該当する科目が 3科目以上の場合は特別補講を受けられない。 

 

２.実施 

①特別補講に該当する者は、指定された日に特別補講受講申請書による申請と受講料

の納入（1科目 15,000 円）をもって受講資格を得る。 

②特別補講は、各教科に相当する授業コマ数を、または 1 科目の補講機関を最大 3 日

間（1日最大 4コマ）として実施する。 

③特別補講の日時・方法は、事前に掲示する。 

 

３.評価 

①特別補講による評価の上限はＣとする。 
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②特別補講においても、合格基準を満たすことができない場合は、別に定める科目認

定及び進級・卒業に関する規定に従う。 

 

（臨床実習の参加資格） 

第 9条  臨床実習の参加資格は、次表のとおりとする。 

臨床実習の参加資格 

区分 参加資格 

臨床見学実習 
第2学年前期において履修すべきすべての科目が履修済又は履

修見込であること。 

臨床評価実習 
第2学年において履修すべきすべての科目が履修済又は履修見

込であること。 

臨床総合実習 
第3学年前期において履修すべきすべての科目が履修済又は履

修見込であること。 

 

（臨床実習の評定基準） 

第 10 条  臨床評価実習及び臨床総合実習の成績は、各実習施設における各期について、 

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの区分で評定する。 

２．第 1条の規定にかかわらず臨床実習の成績は、各実習施設の臨床実習指導者および 

学内による評定に基づいて、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの区分で評定する。 

３．臨床実習は、Ｃ以上を合格とする。 

 

（臨床作業療法演習、臨床実習の延期及び再実施） 

第 11 条  やむを得ない事由により、所定の実習期間の 5 分の１を超えて欠席したため、

臨床作業療法演習（見学実習）および臨床実習の評定を受けることができなか

った者は、その事由を証する書類を添えて、実習期間の延長又は再実施を申請

することができる。 

２．前提の規定による実習期間の延長については、当該年度内に所定の日数の実習を終了 

    することが可能であり、かつ実習施設に支障がない場合に限り、これを許可すること 

がある。 

３．前各項の規定による臨床作業療法演習（見学実習）及び臨床実習の成績評定は、前条

の評定基準による。 

４．実習期間の延長又は再実施に要する費用は、当該学生の負担とする。 

 

（進級及び卒業） 

第 12 条  各学年所定の授業科目のすべてに合格した者、および当該年度の学納金を完納

した者は、進級又は卒業とする。 

 

（再履修免除） 

第 13 条  留年した者又は休学して復学した者は、既に合格している科目について、再履

修の免除を申請することができる。 
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附 則 

１．この規定は、２００４年４月１日から施行する。 

２．この規程は、２００６年４月１日から施行する。 

３．この規程は、２００７年４月１日から施行する。 

４．この規程は、２００８年４月１日から施行する。 

５．この規程は、２０１２年４月１日から施行する。 

６．この規定は、２０１３年 4月 1日から施行する。 

７．この規定は、２０１４年 4月 1日から施行する。 

８．この規定は、２０１７年 4月 1日から施行する。 

９．この規定は、２０１９年 4月 1日から施行する。 

１０．この規定は、２０２４年 4月 1日から施行する。 

１１．この規定は、２０２５年 4月 1日から施行する。 

１２．この規定は、２０２6年 4月 1日から施行する。 

 

 


